
事 務 連 絡

令和元年８月 26 日

地 方 厚 生 ( 支 ) 局 医 療 課

都道府県民生主管部（局）

国民健康保険主管課（部） 御中

都道府県後期高齢者医療主管部（局）

後期高齢者医療主管課 ( 部 )

厚生労働省保険局医療課

疑義解釈資料の送付について（その 16）

診療報酬の算定方法の一部を改正する件（平成 30 年厚生労働省告示第 43

号）等については、「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事

項について」（平成 30 年３月５日保医発 0305 第２号）等により、平成 30 年

４月１日より実施することとしているところであるが、今般、その取扱いに

係る疑義照会資料を別添のとおり取りまとめたので、参考までに送付いたし

ます。
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〈 別 添 〉

医科診療報酬点数表関係

【FoundationOneⓇ CDx がんゲノムプロファイル、OncoGuideTM NCC オンコパネ

ルシステム】

問１ 令和元年６月１日付けで保険適用された FoundationOneⓇ CDx がんゲ

ノムプロファイル及び OncoGuideTM NCC オンコパネルシステムについて、同

年５月 31 日付け改正留意事項通知において、「エキスパートパネルの実施

に係る費用は準用した点数に含まれる。」とあるが、患者がある保険医療機

関を受診しパネル検査を実施し、別の保険医療機関でエキスパートパネル

を実施した場合は、当該エキスパートパネルに係る費用はどのように算定

するのか。

（答）パネル検査に係る一連の診療報酬は、パネル検査を実施した保険医療機関

において算定できる。このうち、別の保険医療機関におけるエキスパートパネ

ルに係る費用については、パネル検査を実施した医療機関とエキスパートパ

ネルを実施した医療機関における相互の合議に委ねる。

問２ 令和元年６月１日付けで保険適用された FoundationOneⓇ CDx がんゲ

ノムプロファイル及び OncoGuideTM NCC オンコパネルシステムについて、同

年５月 31 日付け改正留意事項通知において、「Ｃ－ＣＡＴへのデータの提

出の同意を得た患者について検討する際には、Ｃ－ＣＡＴが作成した当該患

者に係る調査結果を用いてエキスパートパネルを実施すること。」とあるが、

Ｃ－ＣＡＴへのデータの提出に同意しなかった患者に対してエキスパート

パネルを行った際にはＣ－ＣＡＴが作成した当該患者に係る調査結果を用

いることができないが、その場合でも、パネル検査の検査結果の医学的な検

討・治療方針等の患者への説明の際の診療報酬の点数を算定できるのか。

（答）算定できる。

問３ 令和元年６月１日付けで保険適用された FoundationOneⓇ CDx がんゲ

ノムプロファイル及び OncoGuideTM NCC オンコパネルシステムについて、解

析が不能のためプロファイル取得ができなかった場合、再検査に係る費用は

算定できるのか。

（答）算定できない。
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問４ 令和元年６月１日付けで保険適用された FoundationOneⓇ CDx がんゲ

ノムプロファイル及び OncoGuideTM NCC オンコパネルシステムについて、同

年５月 31 日付け改正留意事項通知において、「包括的なゲノムプロファイ

ルの結果について、当該検査結果を医学的に解釈するための多職種（がん薬

物療法に関する専門的な知識及び技能を有する医師、遺伝医学に関する専門

的な知識及び技能を有する医師、遺伝カウンセリング技術を有する者等）に

よる検討会（エキスパートパネル）での検討を経た上で患者に提供し、治療

方針等について文書を用いて患者に説明する場合には、本区分の「３」処理

が極めて複雑なものの所定点数４回分、区分番号「Ｄ００４－２」悪性腫瘍

組織検査の「１」悪性腫瘍遺伝子検査の「注」の「ロ」３項目以上及び区分

番号「Ｍ００１－４」粒子線治療（一連につき）の「注３」の粒子線治療医

学管理加算の所定点数を合算したものを準用して、患者１人につき１回に限

り算定できる。」とあるが、

（１）やむを得ない事情で患者に説明できなかった場合は、当該点数は算定

できるのか。

（２）患者に対する説明について代理人に説明しても算定可能か。

（答）（１）説明できなかった場合は当該点数を算定できない。

（２）患者本人が受診困難な場合など、やむを得ない場合には患者本人の

同意を得た上で代理人に説明することで算定できる。ただし、当該患者が説明

時点で死亡している場合は、検査結果を治療方針の決定の補助に用いられな

いため、算定できない。

問５ 令和元年６月１日付けで保険適用された FoundationOneⓇ CDx がんゲ

ノムプロファイル及び OncoGuideTM NCC オンコパネルシステムについて、患

者の意思で検査が途中で中止となった場合、検査にかかる費用は患者に請求

可能か。

（答）「療養の給付と直接関係ないサービス等の取扱いについて」（平成 17 年９

月１日保医発第 0901002 号）に該当する場合は請求可能である。

問６ 令和元年６月１日付けで保険適用された FoundationOneⓇ CDx がんゲ

ノムプロファイル及び OncoGuideTM NCC オンコパネルシステムについて、同

年５月 31 日付け改正留意事項通知において、「本検査は、標準治療がない固

形がん患者又は局所進行若しくは転移が認められ標準治療が終了となった

固形がん患者（終了が見込まれる者を含む。）であって、関連学会の化学療

法に関するガイドライン等に基づき、全身状態及び臓器機能等から、本検査

施行後に化学療法の適応となる可能性が高いと主治医が判断した者に対し
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て実施する場合に限り算定できる。」とあるが、

（１）標準治療の終了が見込まれる者とはどのような者をさすのか。

（２）「本検査施行後」とはいつのことか。

（答）（１）医学的判断に基づき、主治医が標準治療の終了が見込まれると判断

した者。

（２）検査結果を患者に提供し、結果について説明した後のことを指す。
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